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令和７年度 第４回仙台市安全安心街づくり推進会議 議事録 

 

開催日時  令和８年２月２日（月）１０：００～１１：３０ 

開催場所  青葉区役所４階 第１会議室 

出席委員  金政信会長、田中智仁副会長、伊藤美由紀委員、小野千賀子委員、菅野清志委員、

北島直委員、熊谷早希子委員、高見澤和彦委員、芳賀幸治委員、林克恵委員 

〔１０名〕 

欠席委員  上野啓介委員、谷耀太委員、田原満委員、西村由起子委員、前田誓也委員 

〔５名〕 

事 務 局  佐藤諭生活安全安心部長、青木幹生生活安全安心部参事、上岡渉市民生活課長、 

      小山健司郎市民生活課主幹、結城典久市民生活課主幹、高橋和希市民生活係長、

最上和哉市民生活係主事、菅原久克市民生活係主事 

議  事  １ 開会 

２ 議事 

（１）仙台市安全安心街づくり基本計画（中間案）に関する市民意見募集（パブ

リックコメント）の実施結果について 

（２）仙台市安全安心街づくり基本計画（最終案）について 

（３）空家等対策計画策定について 

３ 閉会 

配付資料  資料１ 仙台市安全安心街づくり基本計画（中間案）に関する市民意見募集（パ

ブリックコメント）の実施結果について  

     資料２ 仙台市安全安心街づくり基本計画（最終案） 

     資料３ 客引き行為等防止巡回パトロールについて 

          資料４  空家等対策計画策定について 

      

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１ 開会 

 

●市民生活係長 

定刻になりましたので、会議を始めさせていただきます。 

委員の皆様、本日はお忙しいところ、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまから、令和７年度 第４回 仙台市安全安心街づくり推進会議を開催いたします。 

 初めに、会議の成立についてご説明いたします。本日は、欠席のご連絡をいただいている上

野（うえの）委員、谷（たに）委員、田原（たはら）委員、西村（にしむら）委員、前田（ま

えだ）委員以外の１０名の委員の皆様が出席されております。委員の定数の半数以上が出席し、

定足数を充たしておりますので、「仙台市安全安心街づくり推進会議の組織及び運営に関する

規則｣第４条第２項の規定により、この会議は成立していることをご報告させていただきます。 

 続きまして、本日の配布資料の確認をいたします。次第、席次表、委員名簿、資料１「仙台

市安全安心街づくり基本計画（中間案）に関する市民意見募集（パブリックコメント）の実施

結果について」、資料２「仙台市安全安心街づくり基本計画（最終案）」、資料３「客引き行

為等防止巡回パトロールについて」、資料４「空家等対策計画策定について」以上７点でござ

います。資料に不足がございましたら、事務局から配布させていただきますので、お知らせく

ださい。 

 それでは、ここからの進行につきましては、規則第４条第１項の規定によりまして、金会長

に議長をお願いしたいと存じます。 

 なお、会議の議事録を作成いたしますので、皆様ご発言される際は、事務局がお手元にマイ
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クをお持ちいたしますので、マイクを用いてご発言いただくようにお願いいたします。それで

は金会長、よろしくお願いいたします。 

 

●金会長 

それではしばらくの間、議長を務めさせていただきます。はじめに会議の公開・非公開につ

きまして、非公開とする理由がありませんので、公開としてよろしいでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

 ありがとうございます。 

続きまして会議録に関してですが、これまでの会議と同様、署名委員を指定し、後日、事務

局が作成したものを私と署名委員の二人が確認し会議録としたいと考えております。今回は北

島（きたじま）委員にお願いしたいと思います。北島委員、よろしいでしょうか。 

よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 それでは、議事に入ります。（１）「仙台市安全安心街づくり基本計画（中間案）に関する

市民意見募集（パブリックコメント）の実施結果について」、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

●市民生活課長 

市民生活課長の上岡でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

私から資料１に基づきまして、「仙台市安全安心街づくり基本計画（中間案）に関する市民

意見募集（パブリックコメント）の実施結果について」ご説明いたします。恐れ入ります。着

座にて説明させていただきます。 

資料１をご覧ください。 まず、「１.実施概要」についてでございます。実施期間ですが、令

和７年 11月 25日から 12月 24日まででございます。続いて、意見受付方法と周知方法及び配布

場所につきましては、資料記載のとおりでございます。 

次に、「２.意見募集結果」についてでございます。提出者数は６名の方、意見件数は 17件と

なっております。 

次の「３.意見の概要と本市の考え方」につきましては、ご意見の件数を分野別にお示しをし

ております。「第２章 本市における安全安心の現状と課題」に関するご意見が 10 件、「第３

章 基本理念と計画目標」に関するご意見が３件、その他ご意見が４件となっております。 

続きまして、資料の２ページをご覧ください。ご意見の概要とそれに対する本市の考え方を

お示ししております。 

まず、「第２章 本市における安全・安心の現状と課題」に関するご意見といたしまして、

１番では、特殊詐欺について市内の犯罪傾向を把握し、高齢者が被害にあわないような取組を

望むご意見をいただきました。 

また、２番では、高齢者以外の世代の方も特殊詐欺の被害にあっていることについて、ご意

見をいただきました。特殊詐欺対策につきましては、次期計画において重点的な取組の一つと

して、対策の充実改善を図っていくこととしております。 

続きまして、資料の５ページをご覧ください。「第３章 基本理念と基本計画目標」に関す

るご意見といたしまして、12 番では、こどもを対象とした特異事案の発生件数の減少について

の成果目標に対するご意見をいただいております。この点につきまして、中間案の本編では、

こどもを対象とした特異事案の発生件数の減少の目標については、240 件まで減少させると表記

しておりましたが、こちらは概要版の 180件まで減少させるが正しいものでございました。訂正

してお詫び申し上げます。前回 11 月の第３回の推進会議におきましても、ご説明自体は概要版

を用いまして 180件ということで、現計画の目標を継承しますということでご説明申し上げたと

ころでございます。パブリックコメントに使用した中間案ですが、こちらが本来 180件と表記す

べきところを 240件と表記してしまったというところです。こちらのパブリックコメントのご意

見の方についてもご指摘をいただいたところでございますが、近年の発生件数の推移を踏まえ

ますと、大幅に減少させることには困難も伴いますけれども、こどもの安全安心を守ることは
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重要でございますので、180件まで減少させるよう取り組んでまいりたいと思います。 

続きまして、資料の６ページをご覧ください。17 番をご覧いただきたいのですが、こちらの

外国人の方の迷惑行為についての対策を具体的に明示すべきというご意見を頂戴したものでご

ざいます。こちらにつきましては、当課の方で外国人住民に向けた生活のルールやマナーの周

知啓発を「外国人住民のための生活マナーマニュアル」という冊子、パンフレットを作成、配

布する取り組みを行っております。こうした取り組みについて、最終案に記載をするものとい

たします。 

その他のご意見につきましても、今後の取り組みに対する貴重なご意見をいただきまして、

施策の推進にあたっての参考とさせていただきたいと存じます。説明は以上でございます。 

 

●金会長 

ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありましたが、この件につきまして、委

員の皆様からご意見などがございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。 

小野委員お願いいたします。 

 

●小野委員 

ただいま事務局の方からご説明がありました実施概要のところで 12 月２日に「市民説明会を

開催」とありますが、参考までにどれくらいの方がご参加されて、その中で何かご質問とかが

あったのであれば、言える範囲でお願いできればと思います。 

 

●市民生活課長 

昨年の 12 月２日に市民説明会を開催いたしましたが、残念ながら出席された方は０人でござ

いました。原因といたしましては、市民説明会を急遽、開催した方が良いのかなということで

開催することになったのですが、周知の期間が短かったのかなというところと、あとは課題と

して、対面だけでの説明会の開催ということだと、参加する方も都合を合わせていかないとい

けないというところもありまして、難しい面もあるのかなということもございます。 

今回の議題で、後ほど、空家等対策計画の策定について、触れさせていただきますけれども、

来年度、改定作業を行うにあたっては、パブリックコメントの際に対面での説明会のほかに、

ウェブ上の説明会もあわせて開催するということで、より参加しやすいような環境づくりをす

るということで考えております。以上でございます。 

 

●金会長 

よろしいでしょうか。他にございますか。 

ないようですので、続きまして、（２）「仙台市安全安心街づくり基本計画（最終案）につ

いて」、事務局から説明をお願いいたします。 

 

●市民生活課長 

それでは、資料２に基づきまして、最終案をご説明させていただきます。 

内容の量が多いので、推進会議、パブリックコメントを踏まえまして、修正した箇所を中心

にご説明申し上げます。 

まず、22ページをご覧ください。 22ページの一番下の表でございます。成果目標２「防犯活

動に参加又は参加意欲のある市民の増加」の表でございます。こちらは、第３回の推進会議の

際にご意見として、市民の方に 市民意向調査ということで無作為調査を行っておりますので、

これは令和７年だけではなく、令和２年も行っているということであれば、その方を注釈とし

て入れた方が良いのではないかというご意見を頂戴いたしました。この最終案では最後の米印

のところに令和３年から６年の割合は、市政モニターによる結果、令和２年と令和７年の割合

は、市民意向調査結果によるものということで、「令和２年」を注釈のところに付け加えるこ

とといたしております。 

続きまして、29 ページをご覧ください。29 ページでございますが、こちらが先ほどのパブコ

メ結果の際に触れた誤記のあるところ、中間案では 240件となっておりましたが、正しい 180件

に改めたものでございます。 
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続きまして、32 ページをご覧ください。２番の施策の内容、主な取り組み、基本目標１、基

本的施策１と書いておりますが、主な取り組みといたしまして、市民の防犯意識啓発のところ、

⑤として新たに記載を加えております。こちらにつきましては、先ほどご説明したパブリック

コメントの外国人に関する施策の記載が一切ないのが違和感を覚えるというところがございま

した。現状で、⑤といたしまして、「外国人住民のための生活マナーマニュアルを配布して、

生活のルールやマナーの周知啓発を図り、外国人住民の防犯意識の向上に取り組みます」とい

うところで、新たに記載を加えたというところでございます。 

続きまして、43ページをご覧ください。 43ページの④のところでございます。「国分町地区

の安全安心を守り、街を活性化させるため、体制の強化や指導取り締まりの徹底を図るととも

に、新たな対策を実施します」というところでございます。こちらにつきましては、前回です

と、新たな対策を検討するというようなトーンで記載をしているところですが、今、国分町地

区だけではなく、市中心部の客引き対策の強化というところで、警備会社に巡回員ということ

で、業務委託をして、巡回員を条例で定める禁止エリアの中を巡回してもらい、客引きをさせ

にくい環境づくりをするという、警備会社に対する業務委託を予定しております。こちらにつ

いては、２月６日に仙台市議会、予算の議会が始まりますが、こちらに予算案として、所要の

金額を計上するというところで、業務委託を実施するということで考えております。こちらに

ついては検討ではなく、「新たな対策を実施します」ということで断定するというような形で

表現を改めております。 

それから最後、49 ページ以降に参考資料を掲載しております。中間案では掲載予定としてお

りましたが、こちらについては最終案ということで、参考資料を添付しております。まず、安

全安心街づくりに関する市民意向調査の概要につきまして、49 ページから、55 ページまで掲載

をしております。56 ページ以降ですが、こちらについては、条例で各区毎に定めている安全安

心街づくり活動推進モデル地区の取り組み状況、こちらは区毎に掲載をしているというところ

でございます。これが 58 ページまででございまして、59 ページ以降につきましては、３番とし

て迷惑行為の発生状況を記載しております。それから 61 ページにつきましては、４番として本

計画の策定経過を掲載しております。62ページ以降は 根拠となる条例、規則を掲載しておりま

す。最後のページ、66 ページに本推進会議の委員の皆様の名簿を掲載させていただいておりま

す。 

以上が最終案、主にパブコメ、これまでの推進会議の議論を踏まえての修正ということで説

明させていただきました。説明は以上でございます。 

 

●金会長 

ただいま事務局から最終案の説明がありましたが、この件につきまして、委員の皆様からご

意見などございましたらお願いいたします。 

 

●市民生活課長 

資料３として、先ほど申し上げた客引き対策の関係について、ご説明する予定でしたが、ご

説明申し上げていなかったので、資料３をご覧いただきたいと思います。   

資料３では、「客引き行為等防止巡回パトロールについて」ということで、本市が予定して

いる業務委託についての記載となっております。概要といたしまして、本市中心部で、居酒屋、

カラオケ、キャバクラ及びガールズバー等様々な業種の客引き行為を行うことが常態化してい

る、という現状がございますので、そうした客引きの数を減らして、市民の方はもとより、観

光客といった本市中心部を訪れる方が安心して訪れることができるようにするために、業務委

託によって客引き行為等の防止巡回を実施するものでございます。 

委託期間でございますが、今年の６月１日から令和 11年３月 31日までの３か年度を予定して

おります。委託予定の業務でございますが、条例で規定する禁止区域に巡回パトロールを実施

する巡回員 12 名配置いたしまして、以下の業務を実施する予定でございます。業務時間でござ

いますが、毎週火曜から土曜日まで、時間は午後４時から午後 11 時までとすることといたして

おります。これがメインの業務になりますが、客引き行為者等に対する口頭指導、声がけでご

ざいます。 

続きまして、迷惑行為を行う者に対する声がけでございます。例えば、歩きたばこを注意し
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ていくとか、自転車を違法に放置するとか、そういった迷惑行為に対する声がけを行ってもら

うというふうに考えております。（３）といたしましては、「条例の周知および啓発」という

ことで、街を訪れる市民の方、あるいは観光客の方に、ここは条例で定める禁止エリアなので、

客引きは禁止されている。客引きに声をかけられても付いていかないようにと。あるいは客引

きに対して、ここは禁止エリアなので、区域の中で客引きをするなというようなところの周知

啓発を図ってまいりたいと思います。（４）の「客引き実態調査業務」というもの、今、市民

生活課の職員が自前で概ね２月に１回、18 時から 24 時まで市民生活課の職員が歩いて２時間単

位で、時間を区切って客引きの延べ人数をカウントしている「客引き実態調査業務」というの

がありますが、こちらについて業務委託をしたいと考えております。最後、（５）ですが、

「地域団体や警察と合同での啓発活動等の実施」ということで、実は先週の金曜日も宮城県警

察の方々、それから地元国分町の方々と主に国分町地区で夜の遅い時間帯に、風俗系の客引き

が増加する という現状から、彼らに自由に客引きをさせないような環境を作るということで、

仙台市と宮城県警察の方々、それから地元国分町の方々と 21時から 22時の遅い時間帯に客引き

をするな、客引きに付いていかないようにということで、ハンドマイクを持ってアピールをす

るというようなことをやっています。そういう地域団体とか警察と合同での啓発活動にも合わ

せて参加していただくというようなことを考えております。 

こちらにつきましては、事業者の選定については、公募型のプロポーザルで行うことを考え

ておりまして、本日から募集要領、仕様書については公表しております。スケジュール的なと

ころを申し上げますと、３月 12 日に事業者の選定委員会を行いまして、実際に応募のあった事

業者からプレゼンテーションをしてもらった上で、その日に審査をして、どこと契約を締結す

るか、契約の相手方の選定を行いまして、来年の４月以降に実際に契約し、業務開始について

は６月１日を予定しているという、そういう流れになっております。ご説明は以上でございま

す。 

 

●金会長 

 ありがとうございます。ただいま事務局より資料３「客引き行為等防止巡回パトロールにつ

いて」の説明補足がございましたが、こちらの方もあわせて、何か委員の皆様から意見などご

ざいましたらお願いいたします。 

菅野委員、お願いします。 

 

●菅野委員 

 菅野でございます。お伺いいたします。昨年度で客引き行為、何件ぐらいの検挙があったか

ということと、それから、罰金とか懲役とかでどの程度の刑を受けているのか、これを教えて

いただきたいと思います。 

 

●市民生活課長 

条例に基づく取り締まりの状況でございますが、昨年度、令和６年度で仙台市の条例の場合、

まず初めに客引き行為を行っているもの、禁止行為を行っているものに対して、最初に勧告を

行います。勧告に従わない場合は、今度は命令ということで、行政処分で客引きをしてはいけ

ないという義務を課します。それでもなお、命令に従わずに客引きをした場合、今度は条例に

基づいて、過料５万円ということで、処分を行うということにしております。最後に、客引き

の条例違反の者が 20 歳以上の場合は、ホームページ上で一年間公表ということになっておりま

す。そういう形で取り締まりを行っておりますが、令和６年度で申し上げますと、勧告の件数

は 80件になります。命令まで至ったのが 27件でございます。このうち、過料処分を行ったもの

は 11 件ございます。最後、氏名の公表まで至ったのが 4 件ということになっております。条例

に定める罰則につきましては、例えば罰金などの刑罰ではなく、例えば、条例違反ということ

で、行政上の秩序違反に対する罰則ということで、地方自治法に定める過ち料と書いておりま

すが、そちらの方の過ちを犯しているということでございます。先ほど申し上げた取り締まり

状況の推移の件数、勧告 80、命令 27、過料 11、公表４というところでございますが、刑罰とし

ての罰金ということは規定しておりませんので、そちらについては無しということになります。 
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●菅野委員 

ありがとうございました。皆さんもご存知だと思うのですが、平成 15年から 16、17年まで、

ピンクチラシがございました。当初は軽犯罪法違反で捕まえまして、罰金１万円以下で終わり

ました。それを条例改正しまして、罰金を高くしたら、ピタッと止まりました。ですから、そ

の点も考えの一つの方法ではないかというふうに思っています。以上でございます。 

 

●市民生活課長 

 ピンクチラシの例を挙げていただいて、あれは多分、県条例の方の改正で対応したというふ

うに記憶しております。実は仙台市の客引き条例の制定の際にも刑罰を５万円以下の過料では

なくて、罰金刑ですと、そういった刑罰の設定ができないかということで、条例で刑罰の罰則

を課すためには検察庁との協議が必要になりますが、仙台地方検察庁と協議を行いました。例

えば、県の迷惑防止条例で、居酒屋の客引きですと、必要につきまとわないと条例の適用には

ならないと。それで、50 万円以下の罰則がありますが、それとの釣り合いというところもあっ

たらしく、検察庁との協議で、刑罰を条例に付加するというのは難しいというふうなところが

あったものでございます。今のところは、地方自治法に定める５万円の過料を、上限が５万円

なので、５万円を科しているというところで、対応しているという状況でございます。 

 

●金会長 

 他にございますか。北島委員お願いします。 

 

●北島委員 

公募の北島です。この計画につきましては、非常に内容が、防犯とかその辺の分野を横断的

に整理されておりまして、高齢者とか、こどもなどの配慮も織り込まれていますし、非常にい

い計画だと思いますので、これを実行していくことに積極的に協力していきたいと思います。   

また、あくまで将来に向けての仮のお願いですけれども、これは計画に対してではなくて、

計画を実行するにあたって、市民の協力を得るためのという、あくまでもお願いベースです。 

以前申し上げましたが、インセンティブの話ですが、あくまでも案というか、思いついたこ

とを言います。この計画に賛同、自主的に参加していただける市民に対して、何らか還元がで

きないかなと思いました。それで、具体的にはあくまで仮ですけれども、今、スマホに県の公

式アプリが入っていますけれども、デジタル身分証明書ですか。そういったものを利用して、

例えば、防犯とか、地域の見守りとか、安全安心な街づくりに関して参加していただいた市民

に対してポイントを付与するやり方、参加してもらうと、１回１ポイントとかにして、それを

貯めると市の公共施設の割引に使えるとか。そういう活動に協力することに対して、安全な街

づくりに協力することはわかるけれども、一般論として、自分の時間と労力を使うっていうこ

とになるので、問題は市民としては、義務として協力するべきですけれども、それに対して、

活動すること自体がメリットになる、安全な街も作れるし、自分にも何かメリットがあるとい

うことで。そういうアプリを使って、活動に対するポイントを付与するようなことも、将来に

わたって、５か年計画で何かそういうことも検討していただけたらありがたいと思いました。

以上です。 

 

●市民生活課長 

ご意見ありがとうございます。北島委員おっしゃったとおり、市民の方が防犯意識を持って

防犯活動に参加するというところについては、この計画の実行性といいますか、実りあるもの

にするために非常に重要な視点だと思います。まさに自分たちが自主的にそういった地域の防

犯活動に参加することによって、自分たちの地域の、例えば犯罪が起こりにくくなるとか、そ

ういった安全安心街づくりに繋がると思って、それがメリットになるというふうに思います。

一つの方法ということで、自分の時間を使って、防犯活動に参加するということになりますの

で、そこが一つ、なぜ防犯活動に参加していないのかの理由の一つとして、市民意向調査など

では、なかなか時間がないというところがあるかと思いますので、そういった時間がない中で、

どういうふうにして参加していただけるかというというところは、よくよく考えていかないと



 

 

7 

 

いけない。現行の計画でも成果目標を達成できていない状況でございますので、何かしら地域

住民の方が自分たちの地域の安全安心街づくり活動に参加する、したくなるような、あるいは

しやすい、そういう仕組みといいますか、方策を考えていかなければいけないのかなというふ

うに思っております。ポイント付与ということで、ご提案いただきましたけれども、そういっ

たご意見も踏まえて、どういうふうにすると地域住民の方が参加しやすいのか、あるいは参加

しようというふうに思ってくれるのかについては、今後、計画期間５年間ですが、よくよく考

えていかなければいけないのかなと思っております。ご提案ありがとうございました。 

 

●高見澤委員 

２点ございまして、一つが情報提供のところですけど、27 ページのところに犯罪被害者等の

迅速な支援実施というところで、インターネットを通じて来られる誹謗中傷についての記載が

ございます。これの関係ですけれども、既に市の方では把握されて周知いただいているかと思

いますが、総務省の方で 違法・有害情報センターというのを設置しておりまして、そこでイン

ターネット上の誹謗中傷の削除依頼だとか、そういったところの相談を受け付けております。

そういったところの消費生活センターとか、ご相談のところで、市民の方にご案内いただいて

いるかと思いますが、その中でまた、センターの中でこういったことをやってほしいとかそう

いった意見がありましたら、我々の方にお寄せいただけると、また改善してまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

もう一点、これは私の業務というか総務省とあまり関わらないところです。客引きのところ

でお聞きしたいなと思ったのが、客引きをしている方、本人に過料、罰を与えられるというと

ころですが、それを依頼しているお店というのがあると思いますが、そこに対して指導といっ

たことはされるものなのでしょうか。 

 

●市民生活課長 

客引きに関してですが、条例上、両罰規定と申しまして、客引きを使ったお店についても、

罰則の適用はございます。ただ、現実、本市の客引き行為等対策指導員という、市民生活課で

雇用している会計年度任用職員、警察の OB の皆さんですけれども、日々、禁止エリアを巡回し

て、取り締まりに当たっていますが、客引きを行っている者に対して、事情を聞くのですが、

自分はフリーの客引きですということで、お店の名前を明かさない。そういうところもござい

まして、なかなか店舗の方に罰則を適用させるまでには至っていないという状況でございます。

おっしゃるとおり、客引きをいくら取り締まりしても、どんどん使うお店、あるいは客引きの

専門業者もあるようですけれども、あとは客引きを使う店舗を入れるビルオーナーさん、そう

いった方々のご協力を得て、客引きを使うようなお店を入れないようにというようなところに

ついても、対策を強化していかないと、いくら客引きを取り締まっても、どんどん後から出て

くるというところがございます。今後、本市の客引き対策として、取り締まりの充実強化を図

るのはもちろんですが、今、委員おっしゃった店舗に対してですとか、あるいはその店舗を売

るビルオーナーさんとか、そういったところについても働きかけを強めていかなければいけな

いと考えております。 

 

●金会長 

 ありがとうございました。他にございますか。 

  

●伊藤委員 

 私自身もいろいろ勉強になることばかりですけれども、14 ページから始まる調査、市民意向

調査の結果ですけれども、分かりやすくまとめていただいて、ページ数の関係もありますし、

どうしても調査結果が上位３個ということになってしまうのかなとは思います。やはり意識が

高いものを知るのも大事だと思いますけれども、逆にどんなものが意識が低いのかなという中

身も知ってもいいのかなとは思っています。ただ、ここに紙面に載せるのは限界があると思っ

ていて、その時に資料が後ろにあるので、始まりの部分に「詳細はそちらにあります」という、

誘導なんかをしていただければ、より興味がある人はそちらを開くのかなとも思っています。

というのと、もし可能であればというところですけれども、そちらにせっかく細かなデータを
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あげていただいていて、分析をされて文章で述べられているのもいいとは思いますけれども、

文章ってなかなか読まないかなと思ったりもして、こちらの資料の方もグラフというか、その

方がいいのかな、どうなのかなと悩ましいところではあります。ご検討をというところでござ

いました。 

 

●市民生活課長 

ありがとうございました。今、14 ページ以降の市民意向調査ということで、関心のある方を

ご案内するようなというところで、ご意見を頂戴いたしました。そちらについては「後ろに参

考資料として記載しております」というところだけでもアナウンスできればと思います。あと

は参考資料に市民意向調査の結果を掲載しておりますけれども、こちらについては、やはりボ

リュームの都合もございまして、グラフを掲載するのが難しかったところでございます。申し

訳ございません。 

 

●伊藤委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

●金会長 

 他にございますか。 

 

●小野委員 

事務局の方で、このように立派なものを作っていただいたのですが、北島委員からもお話が

ありましたように、やはり市民一人ひとりの意識付けというのも本当に大切なことだと思いま

す。北島委員がおっしゃったように、何か活動に参加するメリットっていうところで、ポイン

ト制とか、そういったお話もとても参考にいいのかなと感じました。ただ、この立派なものを

作っていただいたのですが、これを市民の方にどのように周知していくのかなというところも

気になっているところです。 

また、私が関わっております犯罪被害者支援という部分では、やはり仙台市に相談窓口があ

るということとか、犯罪被害者等支援条例ができたというところで、まだまだ周知がされてい

ないというところですけれども、やはり被害者になってようやく私どもの被害者支援センター

のことも知ったという方もおりましたし、なかなか相談ができないという方も本当に数多くお

ります。そのような中で、仕事をしておられて、会社をどうしても休まざるを得ないという被

害者の方もおります。その際に、やはり仕事を休むという点では、被害者の方も罪悪感を覚え

ながらも、そういった思いを抱えながら、休まざるを得ないとか、続けて休んでしまって、不

審に思われてしまうみたいなことをお話しされる方もおります。やはりこの条例とかもそうで

すけれども、事業者の方とかにも、より知ってもらう機会というのも、周知という部分でして

いただければなと思います。 

そして、被害者に優しい社会になっていってもらえればと思います。周知という部分では、

本当に難しいと思います。実は私、昨日ある大学の先生の講義を受けたのですが、その先生が

イベントを開催したそうですけれども、関心とか興味というのは、その人にないとやはり素通

りとかされてしまうという話があり、そういったお話もこういった安全安心というところでも

そうなのかなと思います。私、個人も含めて、どうやって周知をしていけばいいのかなという

ところも考えていかなければいけないと思いますし、仙台市さんをはじめ、関係機関の皆様と

共に、「こういったことがありますよ」という周知をどうやっていけばいいのかというのも、

今後課題なのかなと思いましたので、お話しさせていただきました。 

 

●市民生活課長 

ありがとうございました。犯罪被害者等への迅速な支援の実施につきましては、新たに基本

目標の４ということで設定をしております。令和６年 10 月に本市の犯罪被害者等支援条例を施

行し、ずっと周知に努めていたところですけれども、市民意向調査の結果を見ても、まだ十分

に周知できていないと。委員がおっしゃったとおり、特に事業者の方のご理解を得るような周

知といいますか、そういったところに特化して周知を行っているというところも今のところは
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ないかと思います。計画期間５年間の中で、どのように犯罪被害者等支援条例ですとか、本市

の犯罪被害者等支援の総合相談窓口に設置しているということですとか、あとは条例にも事業

者側の責務ということで、そういった犯罪の被害にあった方が、例えばお仕事を休むときの配

慮とか、そういったところもございます。条例そのものもそうですし、あとは本市に設置して

いる窓口、あるいは犯罪被害者支援の民間機関、そういった周知も含めて、どのように周知を

していったら、より多くの方々に事業者の方も含めて、認識していただけるのかというのは、

工夫しなければならないところだと思います。通常ですと、市政だより、ホームページですと

か、窓口にリーフレットを置くとか、そういったところは現在でも行っておりますけれども、

それ以外に何か効果的な手法があるのか、検討していかないと、せっかく基本目標に掲げてい

ますけれども、なかなか目標は達成できないのかなというところもございます。例えば、また

５年後の改定の時に市民意向調査の結果が思わしくないとかというような報告にならないよう

に、色々と知恵を絞って考えていかなければいけないなというふうに思っております。以上で

ございます。 

 

●金会長 

ありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

 

●菅野委員 

菅野でございます。６ページの特殊詐欺についてでございます。前にもお話ししましたが、

なぜＳＮＳとロマンスが入らないかということでありました。今回、６ページを見ますと、棒

線グラフにＳＮＳ型・ロマンス詐欺が、警察の方で認知して掲示をした時から入れてもらえば

いいのではないかというのは、昨年、令和７年仙台市内では特殊詐欺 10 類型、これが 103 件の

13 億 9,811 万円です。それからＳＮＳとロマンスを足しますと、147 件の 13 億 757 万円の被害

があります。半分近くＳＮＳとロマンスがあります。５年後も多分入らないのではないか、Ｓ

ＮＳとロマンスは多分５年、10 年は続くのではないかというふうに思っております。どこかで

入れるチャンスがないと、被害額半分以上のものが皆さんの目に触れなくなってしまうという

ことは非常に問題ではないかと思います。ぜひこの点をもう一考していただきたいなと思って

おります。以上です。 

 

●市民生活課長 

 菅野委員の方から、多分、第２回に同じようなご提言をいただいたところですけれども、一

応、経年変化を表すところということで、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺については、被害金額

が非常に多いというところは、私どもも把握しておりまして、この計画の図表では、今回のタ

イミングでは掲載させるのは難しいのかと思っております。実際に私たちの方でも、ＳＮＳ型

投資・ロマンス詐欺って、特に若い方も、あと中年の方というか、普通にお仕事をしている方

が引っかかると、よく新聞報道とかを見ても、被害金額とか相当な金額を騙しているというと

ところで、こちらについての対策も強化しなければいけないなというふうに思っております。 

この計画の方にも言及はしておりますけれども、被害にあう方の年齢層は全世代にわたって

いるというところで、この間の推進会議の場でもそれぞれの世代に届くような周知をしないと、 

なかなか問題は解決しないというところのご意見を頂戴しておりました。ＳＮＳ型投資・ロマ

ンス詐欺にあう方々に対して、もちろん今までも高齢者の方もやはり被害にあいやすいという

ようなことでございますし、もっと若い学生もやはりＳＮＳが普及しているというところもあ

って、被害にあうというところ。全世代に渡って、それぞれの世代に特徴があるのかと思いま

す。そういったところに届くような、周知啓発というのものを考えていかなければならないと

思っておりますので、例えば、次回、第６期でＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺についても経年も

あわせて入れておくことができるかなと思います。今回、表はこのままとさせていただきたい

と思います。 

 

●菅野委員   

 この棒線グラフの脇にＳＮＳが統計に出た時からの分で入れれば、これが増えたんだ、ここ

から増えたとわかるのも一つの考え方ではないかなと思ってお話しました。以上です。 
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●金会長 

ありがとうございました。熊谷委員お願いします。 

 

●熊谷委員 

町内会の活動をしている熊谷です。35 ページの高齢者への防犯対策ということで、いろいろ

検討していただいていることを私たちも感じてはいるのですが、それを実際に防犯講座とか 出

前講座などの企画を立てても、来てくれる人は本当に知っている人ばかりで、知らせたい人は

ほとんど来てくれていないという状況があって、どうしたらいいのかなと思うことがよくあり

ます。ただ、私たちが配っている市政だよりは、多くの人が結構見ているようなので、市政だ

よりのどこかに、ここに書いてあることをもう少し大きな文字で、必ず見るような形の場所を

作ってもらえると、家に居てもこういう防犯対策について、知識を深められるのではないかと

思って、できればそういうこともしていただけるとありがたいかなと思いました。以上です。 

 

●市民生活課長 

 現在、仙台市防犯協会連合会ですとか、あと当課の方で実施している防犯出前講座、防犯講

座ですけれども、主な周知方法としては、ホームページでお知らせをしていると。年間 160件ぐ

らい防犯講座、出前講座の実績がございます。委員おっしゃるとおり、なかなか知ってほしい

人が来てくれないというようなところで、おそらく実施の件数的には、かなりの回数をこなし

ておりますので、あとは参加していただきたい方に周知がされていないというところでござい

ます。市政だよりの掲載含め、どういうふうにすると参加してほしい方に知ってもらえるのか。

多分、意識のある方はそういう防犯出前講座に出ていらっしゃるのだと思いますが、そうでな

い方にどういうふうに届くのかなというのは、市政だよりの掲載というのは一つの方法かと思

いますので、検討させていただきたいと思います。 

 

●熊谷委員 

ここにあるように、悪質商法に引っかかったなと思ったら、消費生活センターの電話番号を

毎年、毎回同じような場所に書いてもらうと、必ず見るのではないかなと思いました。以上で

す。 

 

●金会長 

 ありがとうございました。 

 

●田中副会長 

田中でございます。資料３の客引き行為等の防止巡回パトロールについて、確認と質問が二

つございます。パトロールの人数で、12 名配置予定するとか、あと業務時間が火曜から土曜の

時間帯ですので、なぜ 12 名なのかと、あと日曜、月曜を外している理由について、どういう方

針で決めたのかというところでお話しいただけるとありがたいです。 

 

●市民生活課長 

 まず、12 名というところですけれども、現在、先ほど申し上げた会計年度任用職員、客引き

行為等対策指導員が９名おります。９名が禁止エリアを巡回して取り締まりに当たっていると

いう状況でございます。12 名ですけれども、最低これぐらいいるのかなと。本当はもっと多い

と良かったのですけれども、そこは財政当局と折衝というか、金額的なものもございますので、

12 名に落ち着いたという経過がございます。プロポーザルで業務の提案をしてもらうのですけ

れども、仙台市の現状、主に国分町地区を中心に、特に遅い時間帯で、20 時以降が多いという

ような状況を踏まえて、どういうふうに禁止エリアを回ると効果的な取り締まりかできるのか。

民間事業者の方なので、取り締まりはできないのですけれども、嫌がらせというか、絶対客引

きをさせないような環境づくりができるのか、というようなところをご提案いただく予定とし

ております。時間帯、火曜から土曜の午後４時から午後 11 時ということですけれども、会計年
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度職員は、だいたい月曜から土曜までということで、時間帯は夜の９時ぐらいまでで、例えば

三連休直前とかだと午後 10 時まで延長ということがありますが、基本的には午後９時ぐらいま

でです。これも事業者の方は民間警備業者ということで、手を挙げてもらう、参加していただ

かなければいけないので、ある程度、昨年、私どもの方で、例えば東京都、港区とか新宿とか、

あとは大阪、それから千葉、こういった業務委託を実施しているところに視察に行ってまいり

ました。事業者の方からもご意見を頂戴しましたが、例えば実際に事業者の方が人を集めて、

勤務させると。やはりどうしても、働き方改革ではないですけれども、例えば一週間とか、あ

るいは日曜日休まないでとかというのは、なかなか難しいというところで、比較的、客引きが

少ない月曜日を外して、日月とお休みで、火曜から土曜までという。時間帯も本当はもう少し

遅い時間帯ができれば良かったのですけれども、帰りの足がないとなかなか人を集められない

という事情もございます。なおかつ、７時間の勤務時間がないと、人を雇用できないというよ

うな事情もございましたので、後ろに伸ばせないのなら、前の方にということで、午後４時と

いう若干早い時間帯ですが、午後４時から午後 11 時までというような時間の設定になっており

ます。 

 

●田中副会長 

 ありがとうございました。あともう一件が、（２）の迷惑行為を行う者に対する声がけとい

うところで、この迷惑行為というところ、挙げたら多分きりがなくなってきて、あれもこれも

やっていく可能性があるかなと思ったのですけれども、例えば計画の９ページのところで迷惑

行為の状況ということで、（１）のごみのポイ捨て行為というところから始まって、いくつか

具体的なものが挙げられていますけど、計画に明記されているものにある程度属してやるのか、

それともケースバイケースで、現場判断でいろいろなものに対応していくのかというのは、ど

ういった方針になっているかということを教えていただきたいと思います。 

 

●市民生活課長 

 計画の９ページに書いてある迷惑行為ですけれども、例えばごみのポイ捨てですとか、自転

車の危険・迷惑走行であったりとか、あとは、歩きスマホとか放置自転車、違法駐車とありま

すけれども、何らかの根拠があって、ここでこういうことをやってはダメだと言えるものにつ

いては、特に声がけをしてもらうと思っております。例えば、歩きたばこも本市の方で今回、

紹介しておりますけれども、禁止の条例がございます。そういった条例に基づいて、国分町地

区は禁止エリアに入っていないのですが、努力義務ということで、歩きたばこやっちゃだめだ

よとなっているので、そういったものに基づいてできるものについては、やっていただきます。

あとはやはり主に国分町と一番町四丁目商店街とかで、そういうところが多くなるかと思いま

すけれども、やはりその周辺の迷惑になっている、例えば、今回、迷惑行為というふうになっ

ておりますけれども、実際、仕様の方では例えば、集団でたむろをしていて、通行の妨げにな

っているとか、そういったものも注意してもらえるというふうに考えております。そこはある

程度、幅広くということでお願いしようとは思っております。 

 

●田中副会長 

わかりました。どうもありがとうございました。 

 

●金会長 

 ありがとうございました。 

それでは、私の方からよろしいでしょうか。先ほどパブリックコメントの話、ご意見の中で

外国人についての言及が一切ないというところに関わってくるのですが、今回の計画の中では、

２の施策の内容・主な取り組みの基本目標１のところの⑤で、先ほど追記していただいたとこ

ろの説明があったのですが、その中で外国人住民のための生活マナーマニュアルの配布という

ことでしたが、実際、もう一歩踏み込んだイメージ、例えば説明会の実施の検討とか、このよ

うな形で配布した方がよろしいのではないかなということを思いました。というのも、仙台市

は、かなり外国人増えています。日本語学校も増えています。日本語学校の初級の学生さんを
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見ますと、日本語がまだわからない、そういった方々も非常に多い中で、様々な言語でのチラ

シの配布ということを聞いておりますが、なかなか数にも限りがあるので、例えば日本語学校

であるとか、あるいは雇用事業者さんに対して、こちらの方できちんと説明会のようなことを

行う。また、先ほど啓発の話がありましたが、仙台市は配布だけでなくもう一歩踏み込んだ姿

勢で取り組んでいるのだということを示した方が、せっかくパブリックコメントでもいただい

ているので追記してもいいのではないかなと思いました。大学生でもオレオレ詐欺について、

「チラシここにあるから取りに来なさい」とか配布しても反応が薄く、出前講座のような形で

県警さんに毎年お話しいただいているのですが、そうすると学生の反応が全然違います。そう

いったこともあるので、仙台市の取り組みとして、もう一歩踏み込んだ形で行っているという

姿勢を示すのもいいのではないかなと思いました。以上でございます。 

 

●市民生活課長 

説明会というのは、例えば日本語学校の担当者を集めて、仙台市の方でこういうのを作って

いるので、毎年配布をしているという事実はありますが、さらにその方々、例えば集めて、こ

ういう方々に配布して、ちゃんと説明してくださいという、そういう場を設けるということで

よろしいでしょうか。 

 

●金会長 

 それも必要ですし、やはり当事者ですね。担当者に外国人の方に配布してくださいと言って

も、効果が薄いと思います。やはりこちらから出前講座で行くなり。今ですと、ビデオも簡単

に素人でも作れますので、生活マナービデオをこちらで作って配布し、これを必ず視聴しても

らうなど、やはりもう一歩踏み込んだ形というのがよろしいのではないかと、補足でございま

した。 

 

●市民生活課長 

本市で作成しているマナーマニュアルですが、今、4000 部作成しておりまして、日本語学校

ですとか、あとは専門学校、それから区役所の戸籍住民課の窓口ですとか、そういったところ

に配布をしております。それが実際どのように使われているかというところの追跡調査までは

行っておりませんので、会長おっしゃるとおり、もう一歩踏み込んだというようなところです

が、この場で説明会を開催しますというのも、なかなか難しいところではあります。少なくて

も、どういうふうに使われているかという追跡調査を行った上で。せっかく作ったけれども、

外国人の住民の方に行き渡っていないとかで、例えば、専門学校の案内のところにポンと置か

れているだけで済まされているということ。おそらく会長がおっしゃるとおり、私どもも外国

人の方が仙台市で生活をする上で、基本的なルール、例えばごみの捨て方とか、自転車の乗り

方とか、あとはアパートでの過ごし方とかですね。そういったところを分かっていただいて、

無用なトラブル、周辺とのトラブルにならないようにということで、円滑に市民生活が営める

ようにというところの趣旨で作っております。果たしてそれがちゃんと配布先で活かされてい

るかというようなところは、調査を行った上で、うまく活用されていないといった時に、では

どうしようかと。説明会をするとか、そういったところも検討していかなければならないのか

なと思っております。ここに⑤で書きましたけれども、まず実効性を持たせるために、少なく

ても配布先のところでどういうふうな使われ方をしているか、あるいは配布する際に、単に受

付だけではなく、学生さんに直接渡してくださいとか、そういった周知をするとか、そのあた

りについて工夫をしてみたいなと思っております。 

 

●金会長 

 よろしくお願いします。 

他にございますか。ないようですので、続きまして、３「空き家等対策計画策定について」、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

●市民生活課長 

それでは、資料４に基づきまして、「仙台市空家等対策計画（第３期）の策定について」、
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ご説明をいたします。こちらの計画、現在第２期計画でございます。適切に管理が行われてい

ない空家等の対策、利活用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、場当た

り的ではなくて、きちんと計画を立てて総合的に行うということを目的としております。空家

等対策の推進に関する特別措置法という法に基づいて、仙台市空家等対策の施策を実施してお

りますけれども、こちらの規定に基づいて、現在、空家等対策計画を定めております。現行の

第２期計画でございますが、令和４年度から８年度までを計画期間としておりまして、来年度

で期間満了ということでございまして、次期計画、第３期の計画策定を行う必要があるという

状況でございます。計画期間につきましては、令和９年度から 13 年度までの５か年間としてお

ります。 

内容につきましては、現状の分析・課題等を踏まえた上で、法に基づく事項というのがあり

ますので、そちらの事項に基づいて計画の策定を行っていくということになるかと思います。

法に基づく事項ということで、①から⑨までございます。こういったご覧の項目について、現

行についても規定をしておりますけれども、引き続き、法定の事項に基づいて計画を定めてい

きたいと思います。４番目の審議でございますけれども、現行計画の策定にあたりましては、

この仙台市安全安心街づくり推進会議に部会を設置いたします。部会の設置につきましては、

条例に基づき設置をいたしますけれども、そちらで部会を設置して審議をしていただいたとい

う経過がございます。部会について、委員の方については、こちらの推進会議の委員の方、一

部の方とそれから関係機関からの推薦ということに、専門委員の方を推薦していただいて、合

計 10 名で構成をするということで、現行計画についてもご審議をいただいたところでございま

す。第３期計画、次期計画にあたっても、前回と同様に推進会議の委員、それから専門委員の

方々から構成する部会を設置して審議を行うというようなことで考えているところでございま

す。 

今後のスケジュールでございますが、今年の５月から来年の３月までの間に、この推進会議

ですとか、部会を含めてですけれども、ご審議いただきまして、具体的には現計画のまとめ、

それから骨子案、中間案、最終案ということで、ちょうど今ご審議いただいているような、安

全安心街づくり基本計画の計画策定と同じような流れで、進めさせていただきたいと思ってお

ります。令和８年 10月から 11月までは、市民意見募集（パブリックコメント）を実施いたしま

して、来年の３月には第３期の策定というようなことで考えているところでございます。説明

は以上でございます。 

 

●金会長 

 ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたが、この件につきまして、

委員の皆様からご意見などございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。以上で予定された協議は終了となります。このほかに議員の皆様や事

務局から何かございますか。ないようでしたら、これにて議長のことを解かさせていただきま

す。皆様、円滑な理事進行にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

 

●市民生活係長 

 金会長、ありがとうございました。 

審議は以上となります。それでは、会議の閉会にあたりまして、仙台市市民局生活安全安心

部長佐藤論よりご挨拶を申し上げます。 

 

●生活安全安心部長 

皆様、本日はご多忙の中、本会議にご参集いただき、誠にありがとうございました。会議の

最後、閉会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。これまで次期基本計画の策定にあたりまして、

本会議における熱心なご議論とご意見を踏まえ、最終案を調整、ご審議取りまとめいただいた

ところでございます。今後についてでございますが、本市といたしましては、本会議でのご議

論も踏まえた上で、年度内に本計画を策定してまいりたいと、そのように考えてございます。  

この基本計画は、次年度以降５か年の期間を対象とし、基本的な政策の方向性、そういった

ものを取りまとめてございます。関係機関の連携を柱として、犯罪の未然防止等、市民の皆様

のご理解、ご協力をいただきながら、力を合わせて努めてまいりたいと思います。委員の皆様
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におかれましては、来年度も変わらぬご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますとと

もに、安全で安心して暮らせるまち仙台の実現に向けまして、引き続きお力添えをお願いした

いと思います。最後になりますが、本日の会議ならびに一年間のご審議につきまして、本当に

ありがとうございました。私から以上でございます。 

 

●市民生活係長 

 佐藤部長、ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和７年度第４回仙台市安全安心街づくり推進会議を閉会といたします。

皆様、長時間にわたりご審議いただきまして、誠にありがとうございました。 
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令和  年  月  日 

 

 

仙台市安全安心街づくり推進会議 

 

会  長 

 

署名委員 


